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(57)【要約】
【課題】商品を紹介あるいは広告等するために商品に関
する情報が印字されたラベルであって、簡単な構造であ
り、かつ多くの態様で使用可能なラベルとその使用方法
を提供すること。
【解決手段】本発明に係るラベルは、印字可能な印字面
を表側に有し、粘着面を裏側に有する印字媒体の前記粘
着面に台紙が仮着されている。このラベルは、第１矩形
部、第２矩形部、および第３矩形部を備えた形状からな
る。第１矩形部の一辺と第２矩形部の一辺とが連結され
、第２矩形部の前記一辺と対向する対向辺と第３矩形部
の一辺とが連結されている。第１矩形部と第２矩形部が
連結される辺には第１ミシン目が形成され、第２矩形部
と第３矩形部が連結される辺には第２ミシン目が形成さ
れている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　印字可能な印字面を表側に有し、粘着面を裏側に有する印字媒体の前記粘着面に台紙が
仮着されているラベルであって、
　第１矩形部、第２矩形部、および第３矩形部を備えた形状からなり、
　第１矩形部の一辺と第２矩形部の一辺とが連結され、第２矩形部の前記一辺と対向する
対向辺と第３矩形部の一辺とが連結され、
　第１矩形部と第２矩形部が連結される辺には第１ミシン目が形成され、第２矩形部と第
３矩形部が連結される辺には第２ミシン目が形成されていることを特徴とする、
　ラベル。
【請求項２】
　第２矩形部の前記一辺が前記第１矩形部の前記一辺よりも短く、第２矩形部の前記対向
辺が第３矩形部の前記一辺よりも短いことを特徴とする、
　請求項１に記載されたラベル。
【請求項３】
　第１矩形部の台紙の一部が取り外し可能となるように、当該台紙の一部に切り込みが形
成されていることを特徴とする、
　請求項１または２に記載されたラベル。
【請求項４】
　第１矩形部の台紙には、第２矩形部および第３矩形部の少なくともいずれか一方の矩形
部が第１矩形部の台紙に貼り付けられる場合の当該矩形部の長辺または短辺の位置を指示
する情報が印字されていることを特徴とする、
　請求項１～３のいずれかに記載されたラベル。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載されたラベルであって、前記第１矩形部の印字面に情報
が印字されたラベルの使用方法であって、
　印字面を基準にして前記第１ミシン目および前記第２ミシン目に沿ってそれぞれ山折り
となるように前記ラベルを折り曲げ、それによって前記第２矩形部を介して前記第１矩形
部の台紙と前記第３矩形部の台紙とを対向させ、
　上方に突出した平板状部材の頂部に前記第２矩形部の台紙が当接するように、前記ラベ
ルを前記平板状部材に引っ掛けることで、前記平板状部材に前記ラベルを設置することを
特徴とする、
　ラベルの使用方法。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれかに記載されたラベルであって、前記第１矩形部の印字面に情報
が印字されたラベルの使用方法であって、
　印字面を基準にして前記第１ミシン目に沿って山折りとなるように前記ラベルを折り曲
げ、かつ前記第２ミシン目に沿って谷折りとなるように前記ラベルを折り曲げ、それによ
って前記第２矩形部を介して前記第１矩形部の台紙と前記第３矩形部と台紙とを平行配置
させ、
　前記第３矩形部の台紙を取り除いて粘着面を露出させ、
　前記第３矩形部の粘着面を前記ラベルの設置対象となる設置面に貼り付けることで、前
記第１矩形部を前記設置面から突出させることを特徴とする、
　ラベルの使用方法。
【請求項７】
　請求項１～４のいずれかに記載されたラベルの使用方法であって、
　前記第１ミシン目に沿って前記第２矩形部および前記第３矩形部を前記第１矩形部から
切り離し、
　切り離した前記第２矩形部および前記第３矩形部を、印字面を基準にして谷折りとなる
ように前記第２ミシン目に沿って折り曲げ、
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　前記第２矩形部および前記第３矩形部のいずれか一方の矩形部の台紙を取り除いて粘着
面を露出させ、
　前記一方の矩形部の粘着面を前記第１矩形部の台紙に貼り付け、かつ、前記第２矩形部
および前記第３矩形部のうち台紙が取り除かれていない他方の矩形部の前記第２ミシン目
に対向する一辺を、前記ラベルの設置対象となる設置面に当接させ、それによって前記第
１矩形部を前記設置面上で起立させることを特徴とする、
　ラベルの使用方法。
【請求項８】
　請求項１～４のいずれかに記載されたラベルの使用方法であって、
　前記第１ミシン目に沿って前記第２矩形部および前記第３矩形部を前記第１矩形部から
切り離し、
　切り離した前記第２矩形部および前記第３矩形部を、印字面を基準にして谷折りとなる
ように前記第２ミシン目に沿って折り曲げ、
　前記第２矩形部および前記第３矩形部のいずれか一方の矩形部の台紙を取り除いて粘着
面を露出させ、
　前記一方の矩形部の粘着面を、前記第１矩形部の台紙に貼り付け、
　前記第２矩形部および前記第３矩形部のうち台紙が取り除かれていない他方の矩形部の
台紙を取り除いて粘着面を露出させ、当該粘着面を、前記ラベルの設置対象となる設置面
に貼り付けることを特徴とする、
　ラベルの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品を紹介あるいは広告等するために商品に関する情報が印字されたラベル
、およびその使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の商品の販売店では、商品自体、または
、商品を並べる商品陳列棚に、商品を紹介あるいは広告等するために商品に関する情報が
印字されたラベルが貼着されている。このラベルの中で、主として消費者の注意を惹き且
つ広告宣伝機能を高めるため、一部分を商品または商品陳列棚から突出させた状態で貼着
できるものとして、ＰＯＰラベルが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１３０４１号公報
【特許文献２】特開２００５－１５７１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のＰＯＰラベルは、その使用方法が限られていたため、商品や商品陳列棚
の形状や配置に応じてユーザ側でラベルの使用方法を変更することができなかった。例え
ば、引用文献１に記載されたラベルは、スタンディング形式（引用文献１の図２参照）と
スイングポップ形式（引用文献１の図３参照）の２つの使用方法に限られる。また、引用
文献２に記載されたスイングラベルは、商品が容器である場合、一端のラベル貼着固定部
を容器のキャップ部以外の部分に貼着固定し、他端の揺動ヘッド部を容器のキャップ部に
貼着固定する方法（引用文献２の図５（ａ））と、一端のラベル貼着固定部を容器のキャ
ップ部以外の部分に貼着固定し、他端の揺動ヘッド部を容器のキャップ部を挟んで反対側
のキャップ以外の部分に貼着固定する方法（引用文献２の図５（ｂ））とに限られる。
【０００５】
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　そこで、本発明の１つの観点は、商品を紹介あるいは広告等するために商品に関する情
報が印字されたラベルであって、簡単な構造であり、かつ多くの態様で使用可能なラベル
とその使用方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の観点は、印字可能な印字面を表側に有し、粘着面を裏側に有する印字媒
体の前記粘着面に台紙が仮着されているラベルであって、
　第１矩形部、第２矩形部、および第３矩形部を備えた形状からなり、
　第１矩形部の一辺と第２矩形部の一辺とが連結され、第２矩形部の前記一辺と対向する
対向辺と第３矩形部の一辺とが連結され、
　第１矩形部と第２矩形部が連結される辺には第１ミシン目が形成され、第２矩形部と第
３矩形部が連結される辺には第２ミシン目が形成されていることを特徴とする。
【０００７】
　前記ラベルにおいて、第２矩形部の前記一辺が前記第１矩形部の前記一辺よりも短く、
第２矩形部の前記対向辺が第３矩形部の前記一辺よりも短くてもよい。
【０００８】
　前記ラベルにおいて、第１矩形部の台紙の一部が取り外し可能となるように、当該台紙
の一部に切り込みが形成されていてもよい。
【０００９】
　前記ラベルにおいて、第１矩形部の台紙には、第２矩形部および第３矩形部の少なくと
もいずれか一方の矩形部が第１矩形部の台紙に貼り付けられる場合の当該矩形部の長辺ま
たは短辺の位置を指示する情報が印字されていてもよい。
【００１０】
　本発明の第２の観点は、前記第１矩形部の印字面に情報が印字された前記ラベルの使用
方法であって、
　印字面を基準にして前記第１ミシン目および前記第２ミシン目に沿ってそれぞれ山折り
となるように前記ラベルを折り曲げ、それによって前記第２矩形部を介して前記第１矩形
部の台紙と前記第３矩形部の台紙とを対向させ、
　上方に突出した平板状部材の頂部に前記第２矩形部の台紙が当接するように、前記ラベ
ルを前記平板状部材に引っ掛けることで、前記平板状部材に前記ラベルを設置することを
特徴とする。
【００１１】
　本発明の第３の観点は、前記第１矩形部の印字面に情報が印字された前記ラベルの使用
方法であって、
　印字面を基準にして前記第１ミシン目に沿って山折りとなるように前記ラベルを折り曲
げ、かつ前記第２ミシン目に沿って谷折りとなるように前記ラベルを折り曲げ、それによ
って前記第２矩形部を介して前記第１矩形部の台紙と前記第３矩形部と台紙とを平行配置
させ、
　前記第３矩形部の台紙を取り除いて粘着面を露出させ、
　前記第３矩形部の粘着面を前記ラベルの設置対象となる設置面に貼り付けることで、前
記第１矩形部を前記設置面から突出させることを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第４の観点は、前記第１矩形部の印字面に情報が印字された前記ラベルの使用
方法であって、
　前記第１ミシン目に沿って前記第２矩形部および前記第３矩形部を前記第１矩形部から
切り離し、
　切り離した前記第２矩形部および前記第３矩形部を、印字面を基準にして谷折りとなる
ように前記第２ミシン目に沿って折り曲げ、
　前記第２矩形部および前記第３矩形部のいずれか一方の矩形部の台紙を取り除いて粘着
面を露出させ、
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　前記一方の矩形部の粘着面を前記第１矩形部の台紙に貼り付け、かつ、前記第２矩形部
および前記第３矩形部のうち台紙が取り除かれていない他方の矩形部の前記第２ミシン目
に対向する一辺を、前記ラベルの設置対象となる設置面に当接させ、それによって前記第
１矩形部を前記設置面上で起立させることを特徴とする。
【００１３】
　本発明の第５の観点は、前記第１矩形部の印字面に情報が印字された前記ラベルの使用
方法であって、
　前記第１ミシン目に沿って前記第２矩形部および前記第３矩形部を前記第１矩形部から
切り離し、
　切り離した前記第２矩形部および前記第３矩形部を、印字面を基準にして谷折りとなる
ように前記第２ミシン目に沿って折り曲げ、
　前記第２矩形部および前記第３矩形部のいずれか一方の矩形部の台紙を取り除いて粘着
面を露出させ、
　前記一方の矩形部の粘着面を、前記第１矩形部の台紙に貼り付け、
　前記第２矩形部および前記第３矩形部のうち台紙が取り除かれていない他方の矩形部の
台紙を取り除いて粘着面を露出させ、当該粘着面を、前記ラベルの設置対象となる設置面
に貼り付けることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係るラベルは、商品を紹介あるいは広告等するために商品に関する情報が印字
されたものであって、簡単な構造でありながら多くの態様で使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態のラベルをそれぞれ表側および裏側から見たときの平面図および底面図
。
【図２】実施形態のラベルの断面を、部分的に台紙を剥離させて示す断面図。
【図３】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図４】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図５】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図６】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図７】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図８】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図９】実施形態のラベルの使用方法の一例を説明するための図。
【図１０】実施形態のラベルの台紙に指示線が印字された状態を示す底面図。
【図１１】実施形態のラベルの変形例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（１）実施形態に係るラベル
　本実施形態に係るラベル１は、多くの態様で使用できるように工夫されたＰＯＰラベル
である。以下、実施形態に係るラベル１を、図１および図２を参照して説明する。図１は
、実施形態のラベル１をそれぞれ表側および裏側から見たときの平面図および底面図であ
る。図２は、実施形態のラベル１の断面を、部分的に台紙を剥離させて示す断面図である
。
【００１７】
　図１に示すように、実施形態のラベル１は、平面視の形態として、第１矩形部１０、第
２矩形部２０、および、第３矩形部３０を備えた形状からなる。第１矩形部１０の長辺で
ある辺１０ａと、第２矩形部２０の長辺である辺２０ａとが連結されている。第２矩形部
２０の辺２０ａと対向する長辺である対向辺２０ｂと、第３矩形部３０の長辺である辺３
０ａとが連結されている。
　第１矩形部の大きさ（長辺長さＬ１１、短辺長さＬ１２）、第２矩形部の大きさ（長辺
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長さＬ２１、短辺長さＬ２２）、および、第３矩形部の大きさ（長辺長さＬ３１、短辺長
さＬ３２）は、ラベル１の使用態様に応じて適宜設定することができる。
【００１８】
　ラベル１の第１矩形部１０の印字面ＰＳには、商品に関する情報ＩＮＦが印字されてい
る。印字される情報ＩＮＦは、使用目的に応じて任意に決定されてよいが、図１に示す例
では、二次元コードと、二次元コードのスキャンを案内するためのテキストとが含まれる
。消費者が例えば通信端末等によって二次元コードをスキャンすることによって、ラベル
１と関連付けられた商品に関する詳細な情報にアクセスできるように構成されている。
　なお、「印字面」とは印字可能な面であればよく、既に印字されていることを要しない
。
【００１９】
　図２に示すように、本実施形態のラベル１は、印字媒体ＰＭが台紙ＲＰに仮着された構
造である。印字媒体ＰＭは、印字層としての印字層１０１と、印字層１０１の裏面に塗着
された粘着剤層１０２とを備える。
　印字媒体ＰＭの表面（つまり、印字層１０１の表面）は、印字媒体ＰＭの印字面ＰＳで
ある。印字媒体ＰＭの裏面（つまり、粘着剤層１０２の裏面）は、印字媒体ＰＭの粘着面
ＡＳである。印字媒体ＰＭの粘着面ＡＳに台紙ＲＰが仮着されている。
【００２０】
　印字層１０１は表面に印字可能である限り特に限定されないが、印字層１０１として、
例えば、紙、合成紙、合成樹脂製シート、金属蒸着シート、発泡樹脂シート、及びこれら
が２層以上積層された積層シートなどが挙げられる。
　粘着剤層１０２は特に限定されないが、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シ
リコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤等である。
　台紙ＲＰは特に限定されないが、例えば天然紙、ポリエチレン、ポリプロピレン等から
なる合成樹脂フィルム、などを用いることができる。台紙ＲＰの表面（印字媒体ＰＭの粘
着剤層１０２に接する面）には、粘着剤層１０２からの剥離性を高めるため、シリコーン
処理、フッ素処理等の剥離処理が施されていることが好ましい。
【００２１】
　図１に示すように、第１矩形部１０と第２矩形部２０が連結される辺（１０ａ，２０ａ
）には第１ミシン目Ｐ１が形成され、第２矩形部２０と第３矩形部３０が連結される辺（
２０ｂ，３０ａ）には第２ミシン目Ｐ２が形成されている。第１ミシン目Ｐ１および第２
ミシン目Ｐ２は、表側の印字媒体ＰＭと裏側の台紙ＲＰの双方に形成されており、それに
よって各ミシン目に沿ってラベル１を折り曲げ、あるいは矩形部同士を切り離すことがで
きる。
　なお、第２ミシン目Ｐ２は表側のみに形成され、第２ミシン目Ｐ２に対応する裏側の台
紙ＲＰの部分は、台紙を剥離させやすいように切り込み（スリット）が形成されていても
よい。第１ミシン目Ｐ１についても同様である。
【００２２】
　図１に示すように、好ましくは、ラベル１は、その中央部分がくびれた形状となってい
る。すなわち、第２矩形部２０の辺２０ａの長さＬ２１が第１矩形部１０の辺１０ａの長
さＬ１１よりも短く（Ｌ２１＜Ｌ１１）、第２矩形部２０の辺２０ｂの長さＬ２１が第３
矩形部３０の辺３０ａの長さＬ３１よりも短くなっている（Ｌ２１＜Ｌ３１）。中央部分
がくびれた形状とすることで、第１ミシン目Ｐ１および第２ミシン目Ｐ２の長さが短くな
るため、各ミシン目に沿ってラベル１を折り曲げ、あるいは矩形部同士を切り離すことを
さらに容易にすることができる。
【００２３】
　図１の底面図に見られるように、本実施形態のラベル１の裏側では、第１矩形部１０の
台紙ＲＰの一部が取り外し可能となるように、当該台紙ＲＰの一部に切り込みＣが形成さ
れていることが好ましい。商品に関する情報が印字された第１矩形部１０の台紙ＲＰの一
部を取り外し可能とすることで、ＰＯＰラベルとしての使用態様のバリエーションを増や
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すことができる（後述する第５の使用方法）。
【００２４】
　（２）実施形態に係るラベルの使用方法
　次に、本実施形態に係るラベル１の使用方法について説明する。
【００２５】
　（２－１）第１の使用方法（図３）
　本実施形態のラベル１の第１の使用方法について、図３を参照して説明する。ラベル１
の第１の使用方法は、ラベル１を吊り下げ型ＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第１の使用方法では先ず、印字面を基準にして第１ミシン目Ｐ１および第２ミシン目Ｐ
２に沿ってそれぞれ山折りとなるようにラベル１を折り曲げ、それによって第２矩形部２
０を介して第１矩形部１０の台紙ＲＰと第３矩形部３０の台紙ＲＰとを対向させる（図３
のＳ１）。これにより、ラベル１は、第１矩形部１０と第３矩形部３０が第２矩形部２０
から実質的に平行となるように突出した状態となる。なお、この作業は、第２矩形部２０
がラベル１全体からみてくびれているため容易に行うことができる。
　次に、ラベル１を商品陳列棚５に配置する。商品陳列棚５には、商品Ｍを配置する面と
は溝を挟んで離間した位置に平板状部材５１が設けられており、この平板状部材５１は上
方に突出している（図３のＳ２）。そして、上方に突出した商品陳列棚５の平板状部材５
１の頂部５１ａに第２矩形部２０の台紙ＲＰが当接するように、ラベル１を商品陳列棚５
の平板状部材５１に引っ掛けることで、商品陳列棚５の平板状部材５１にラベル１を設置
する（図３のＳ３）。矢視Ａから見た図に示すように、ラベル１が商品陳列棚５の平板状
部材５１に設置された状態では、ラベル１の第２矩形部２０が平板状部材５１の頂部５１
ａに支持される。
【００２６】
　（２－２）第２の使用方法（図４）
　本実施形態のラベル１の第２の使用方法について、図４を参照して説明する。ラベル１
の第２の使用方法は、ラベル１を突出型ＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第２の使用方法では先ず、印字面を基準にして第１ミシン目Ｐ１に沿って山折りとなる
ようにラベル１を折り曲げ、かつ第２ミシン目Ｐ２に沿って谷折りとなるようにラベル１
を折り曲げ、それによって第２矩形部２０を介して第１矩形部１０の台紙ＲＰと第３矩形
部３０と台紙ＲＰとを平行配置させる。次に、第３矩形部３０の台紙ＲＰを取り除いて粘
着面を露出させる（図４のＳ１）。
　最後に、第３矩形部３０の他方の粘着面を、商品陳列棚６においてラベル１の設置対象
となる設置面６ａに貼り付ける（図４のＳ２）。それによって、ラベル１は、第１矩形部
１０が設置面６ａから突出させられた状態となる（図４のＳ３）。矢視Ａから見た図でよ
くわかるように、ラベル１が商品陳列棚６の設置面６ａに貼り付けられた状態では、ラベ
ル１の第１矩形部１０の印字面が設置面６ａから突出した状態となる。
【００２７】
　なお、図４では、ラベル１を商品陳列棚６の設置面６ａに貼り付ける場合を例示したが
、この場合に限られない。ラベル１を商品Ｍの表面に貼り付けてもよい。
【００２８】
　（２－３）第３の使用方法（図５）
　本実施形態のラベル１の第３の使用方法について、図５を参照して説明する。ラベル１
の第３の使用方法は、ラベル１を吊り下げ型ＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第３の使用方法では先ず、第１ミシン目Ｐ１に沿って第２矩形部２０および第３矩形部
３０を第１矩形部１０から切り離す（図５のＳ１）。次に、切り離した第２矩形部２０お
よび第３矩形部３０を印字面を基準にして谷折りとなるように第２ミシン目Ｐ２に沿って
折り曲げる。折り曲げた後、第２矩形部２０および第３矩形部３０のいずれか一方の矩形
部（この例では、第２矩形部２０）の台紙ＲＰを取り除いて粘着面ＡＳを露出させる（以
上、図５のＳ２）。
　次に、第２矩形部２０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の裏側の台紙ＲＰに貼り付ける。
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ここでは、例えば、第２ミシン目Ｐ２が第１矩形部１０の辺１０ａと一致するようにして
第２矩形部２０の粘着面ＡＳが第１矩形部１０の台紙に貼り付けられた例が示される。貼
り付けた後、第２矩形部２０および第３矩形部３０のうち台紙が取り除かれていない他方
の矩形部（この例では、第３矩形部３０）の台紙を取り除いて粘着面ＡＳを露出させる。
そうすると、第１矩形部１０の台紙面の上部に第３矩形部３０の粘着面ＡＳが配置された
状態となる（以上、図５のＳ３）。
　最後に、第３矩形部３０の粘着面ＡＳを、商品Ｍの商品陳列棚７においてラベル１の設
置対象となる設置面７ａに貼り付ける（図５のＳ４）。これによって、ラベル１は、商品
陳列棚７が浮き出た状態で消費者に看取される。
【００２９】
　なお、図５では、ラベル１を商品陳列棚７の設置面７ａに貼り付ける場合を例示したが
、この場合に限られない。ラベル１を商品Ｍの表面に貼り付けてもよい。
　図５では、第２ミシン目Ｐ２が第１矩形部１０の辺１０ａと一致するようにして第２矩
形部２０の粘着面ＡＳが第１矩形部１０の台紙に貼り付けられた例を示したが、この例に
限られない。第２ミシン目Ｐ２が第１矩形部１０の台紙の任意の位置となるようになった
としても、第２矩形部２０の粘着面ＡＳが第１矩形部１０の台紙に貼り付けられている限
り、第３矩形部３０を商品陳列棚７の設置面７ａに貼り付けることができる。その場合、
第１矩形部１０の表側から見て第３矩形部３０の一部が見えることがないように、第２矩
形部２０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の台紙に貼り付けることが好ましい。
【００３０】
　図５のＳ２では第２矩形部２０の台紙ＲＰを取り除いた場合を例示したが、それに代え
て、第３矩形部３０の台紙ＲＰを取り除いてもよい。その場合には、図５のＳ３において
、第３矩形部３０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の台紙に貼り付ける。その後、第２矩形
部２０の台紙ＲＰを取り除いて粘着面ＡＳを露出させ、当該粘着面ＡＳを商品陳列棚７の
設置面７ａに貼り付ける。
【００３１】
　（２－４）第４の使用方法（図６）
　本実施形態のラベル１の第４の使用方法について、図６を参照して説明する。ラベル１
の第４の使用方法は、スタンディングＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第４の使用方法では先ず、第１ミシン目Ｐ１に沿ってラベル１の第２矩形部２０および
第３矩形部３０を第１矩形部１０から切り離す（図６のＳ１）。
　次に、切り離した第２矩形部２０および第３矩形部３０を、印字面を基準にして谷折り
となるように第２ミシン目Ｐ２に沿って折り曲げる。そして、第２矩形部２０および第３
矩形部３０のいずれか一方の矩形部（この例では、第２矩形部２０）の台紙ＲＰを取り除
いて粘着面ＡＳを露出させる（図６のＳ２）。
　上記一方の矩形部（この例では、第２矩形部２０）の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の裏
側の台紙ＲＰに貼り付け、かつ、第２矩形部２０および第３矩形部３０のうち台紙ＲＰが
取り除かれていない他方の矩形部（この例では、第３矩形部３０）の第２ミシン目Ｐ２に
対向する辺３０ｂを、ラベル１の設置対象となる商品陳列棚７の設置面７ｂに当接させる
。それによって、矢視Ａから見た図に示すように、第３矩形部３０によって第１矩形部１
０を支持し、第１矩形部１０を設置面７ｂ上で起立させる（図６のＳ３）。
【００３２】
　図６では、第２矩形部２０の粘着面ＡＳを露出させる場合について例示したが、第２矩
形部２０に代えて、第３矩形部３０の粘着面ＡＳを露出させるようにしてもよい。その場
合、第３矩形部３０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の裏側の台紙ＲＰに貼り付け、第２矩
形部２０の辺２０ａを、ラベル１の設置対象となる商品陳列棚７の設置面７ｂに当接させ
る。それによって、第２矩形部２０によって第１矩形部１０を支持し、第１矩形部１０を
設置面７ｂ上で起立させる。
【００３３】
　（２－５）第５の使用方法（図７）
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　本実施形態のラベル１の第５の使用方法について、図７を参照して説明する。ラベル１
の第５の使用方法は、アイキャッチ用ＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第５の使用方法では先ず、第１ミシン目Ｐ１に沿ってラベル１の第２矩形部２０および
第３矩形部３０を第１矩形部１０から切り離す。次に、第１矩形部１０を裏返して、切り
込みＣを境に細片の台紙ＲＰを取り除いて粘着面ＡＳを露出させる（以上、図７のＳ１）
。
　そして、粘着面ＡＳを露出させた第１矩形部１０を、例えば商品Ｍに対応するスタンド
８（例えば、商品名や商品価格を表示しているスタンド）の前面の上部に貼り付ける（図
７のＳ２）。
【００３４】
　なお、図７では、ラベル１の第１矩形部１０を商品Ｍのスタンド８の前面に貼り付ける
場合を例示したが、この場合に限られない。ラベル１の第１矩形部１０を商品Ｍの表面に
貼り付けてもよい。
　また、本実施形態のラベル１では、切り込みＣを第１矩形部１０の長辺に並行となるよ
うにして設ける場合について説明したが、その場合に限られない。切り込みＣは、第１矩
形部１０の短辺に並行となるようにして設けてもよい。その場合には、スタンド８の前面
の側部に貼り付ける。
【００３５】
　（２－６）第６の使用方法（図８）
　本実施形態のラベル１の第６の使用方法について、図８を参照して説明する。ラベル１
の第６の使用方法は、商品や商品陳列棚に直接貼り付けるＰＯＰラベルとして使用する方
法である。
　第６の使用方法では先ず、第１ミシン目Ｐ１に沿ってラベル１の第２矩形部２０および
第３矩形部３０を第１矩形部１０から切り離す。次に、第１矩形部１０を裏返して、すべ
ての台紙ＲＰを取り除いて粘着面ＡＳを露出させる（図８のＳ１）。
　そして、粘着面ＡＳを露出させた第１矩形部１０を、例えば商品Ｍに貼り付ける（図８
のＳ２）。
【００３６】
　なお、図８では、ラベル１の第１矩形部１０を商品Ｍに貼り付ける場合を例示したが、
この場合に限られない。ラベル１の第１矩形部１０を商品Ｍに関連付けられたスタンドや
商品陳列棚の表面に貼り付けてもよい。
【００３７】
　（２－７）第７の使用方法（図９）
　本実施形態のラベル１の第７の使用方法について、図９を参照して説明する。ラベル１
の第７の使用方法は、吊り下げ型ＰＯＰラベルとして使用する方法である。
　第７の使用方法では先ず、ラベル１を裏返して第２ミシン目Ｐ２に沿って第３矩形部３
０の台紙ＲＰを取り除いて粘着面ＡＳを露出させる（図９のＳ１）。
　次に、環状部材９に対して、第３矩形部３０の台紙ＲＰが取り除かれた状態のラベル１
を巻き付けて固定する。具体的には、環状部材９にラベル１の第２矩形部２０において環
状部材９の一部が挟持されるようにして、第３矩形部３０を折り返して第１矩形部１０の
台紙ＲＰに第３矩形部３０の粘着面ＡＳを貼り付ける（図９のＳ２）。それによって、矢
視Ａから見た図に示すように、湾曲した第２矩形部２０によってラベル１が環状部材９に
吊り下げられるようになる。
【００３８】
　以上、本実施形態のラベル１の第１～第７の使用方法について説明した。
　本実施形態のラベル１の使用方法では、上述したように、第２矩形部２０または第３矩
形部３０粘着面を第１矩形部１０の台紙に貼り付ける貼付作業が含まれる。この貼付作業
を容易に、かつ正確に行うことを目的として、第１矩形部１０の台紙には、第２矩形部２
０および第３矩形部３０の少なくともいずれか一方の矩形部が第１矩形部１０の台紙に貼
り付けられる場合の当該矩形部の長辺または短辺の位置を指示する情報が印字されている
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ことが好ましい。
【００３９】
　図１０には一例として、第２矩形部２０および第３矩形部３０が第１矩形部１０の台紙
に貼り付けられる場合の各矩形部の長辺および短辺の位置を指示する情報として、それぞ
れ指示用の図形であるインジケータＩＮＤ１およびインジケータＩＮＤ２が示される。各
インジケータは、第２矩形部２０または第３矩形部３０の長辺に対応する比較的長い第１
ラインと、第１ラインの両端に設けられて第１ラインと直交する比較的短い第２ラインと
を含む。
【００４０】
　第３の使用方法（図５）において第２ミシン目Ｐ２が第１矩形部１０の辺１０ａと一致
するようにして第２矩形部２０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の台紙に貼り付けるときに
（図５のＳ３）、インジケータＩＮＤ２が目印となる。すなわち、ラベル１の使用者は、
第３矩形部３０の辺３０ｂ（長辺）がインジケータＩＮＤ２の第１ラインと一致し、かつ
第３矩形部３０の２つの短辺がインジケータＩＮＤ２の第２ラインと一致することを目印
として貼り付けることができる。
　第４の使用方法（図６）において第２矩形部２０の粘着面ＡＳを第１矩形部１０の台紙
に貼り付けるときに、インジケータＩＮＤ１，ＩＮＤ２が目印となる。すなわち、第２矩
形部２０をインジケータＩＮＤ１，ＩＮＤ２の第１ライン間に位置させ、かつ短辺をイン
ジケータＩＮＤ１の第２ラインに一致することを目印として貼り付けることができる。
　第７の使用方法（図９）において第３矩形部３０を折り返すときに、ラベル１の使用者
は、第３矩形部３０の長辺３０ｂがインジケータＩＮＤ２の第１ラインに一致することを
目印として貼り付けることができる。
【００４１】
　上述した使用方法の説明から明らかなように、本実施形態のラベル１は、商品を紹介あ
るいは広告等するために商品に関する情報が第１矩形部１０に印字にされている。そして
、簡単な構造でありながら、ミシン面に沿って矩形部を取り除き、あるいは折り曲げるこ
とによって多くの態様でＰＯＰラベルとして使用することができるという利点がある。
【００４２】
　（３）変形例
　以下、本実施形態のラベルの変形例について、図１１を参照して説明する。図１１は、
本実施形態のラベル１の変形例１および変形例２を示す図である。
　図１に示したように本実施形態のラベル１は、その中央部分がくびれた形状となってい
るが、このような形状に限られない。すなわち、第２矩形部２０の辺２０ａの長さＬ２１
が第１矩形部１０の辺１０ａの長さＬ１１よりも短く（Ｌ２１＜Ｌ１１）、第２矩形部２
０の辺２０ｂの長さＬ２１が第３矩形部３０の辺３０ａの長さＬ３１よりも短くなってい
る（Ｌ２１＜Ｌ３１）場合に限られない。
　図１１の変形例１に示すように、変形例１に係るラベル１Ａは、第１矩形部１０Ａ、第
２矩形部２０Ａ、および第３矩形部３０Ａを含む。第２矩形部２０Ａの長辺は第１矩形部
１０Ａの長辺よりも短い点では上述した実施形態のラベル１と同じであるが、第２矩形部
２０Ａの長辺と第３矩形部３０Ａの長辺とが同じ長さである点で第１の実施形態のラベル
１と異なる。
　図１１の変形例２に示すように、変形例２に係るラベル１Ｂは、第１矩形部１０Ｂ、第
２矩形部２０Ｂ、および第３矩形部３０Ｂを含む。第１矩形部１０Ｂ、第２矩形部２０Ｂ
、および第３矩形部３０Ｂの各長辺がすべて同じ長さである点が、実施形態のラベル１お
よび変形例に係るラベル１Ａと異なる。
　いずれの変形例のラベル１Ａ，１Ｂについても、上述した第１～第７の使用方法に従っ
て使用することができる。
【００４３】
　上述した実施形態においてラベル１，１Ａ，１Ｂに切り込みＣを設けることは必須では
ない。切り込みＣを設けない場合には、第５の使用方法（図７）を実行することができな



(11) JP 2017-44996 A 2017.3.2

10

20

くなるに過ぎず、第５の使用方法以外の各使用方法に従って使用することができる。
【００４４】
　以上、本発明のラベルおよびその使用方法の実施形態について詳細に説明したが、本発
明の範囲は上記の実施形態に限定されない。また、上記の実施形態は、本発明の主旨を逸
脱しない範囲において、種々の改良や変更が可能である。また、上記の実施形態および変
形例に記載された複数の技術的事項は、適宜組合せ可能である。
【符号の説明】
【００４５】
１…ラベル
１０…第１矩形部
１０ａ，１０ｂ…辺
２０…第２矩形部
２０ａ，２０ｂ…辺
３０…第３矩形部
３０ａ，３０ｂ…辺
ＰＭ…印字媒体
ＰＳ…印字面
ＡＳ…粘着面
１０１…印字層
１０２…粘着剤層
ＲＰ…台紙
Ｍ…商品
５，６，７…商品陳列棚
６ａ，７ａ，７ｂ…設置面
５１…平板状部材
５１ａ…頂部
８…スタンド
９…環状部材
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